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六甲山鳥獣保護区 六甲山特別保護地区の再指定について 

 

 １ 特別保護地区の概要 

（１）特別保護地区の名称 

六甲山鳥獣保護区 六甲山特別保護地区 

 

 （２）特別保護地区の指定区分 

    森林鳥獣生息地 

   （森林に生息する鳥獣の保護を通して、地域の生物多様性の確保にも貢献する地域） 

 

  (３) 特別保護地区の区域 

     神戸市灘区高羽における六甲ケーブル下駅を起点として、同所より表六甲ドライブウェ

イを北西進し、表六甲ドライブウェイより東方向に六甲山ケーブル山上駅を望む方向と六

甲阪神稲荷神社より南方向へ望む交点から六甲ドライブウェイ沿い阪神稲荷神社入口を

結び、同所より主要地方道明石神戸宝塚線を東進し記念碑台に至り、同所より神戸市道六

甲山廻遊線を南東進し六甲山ケーブル山上駅に至り、同所より六甲ケーブルを南進し起点

に至る線に囲まれた一円の区域 
 

（４）特別保護地区の指定目的 

    六甲山鳥獣保護区は、神戸市の市街地の北側に位置し、その大半は二次林でアカマツや

コナラ、アラカシなどが分布する混交林である。このため、希少野生動物や森林性鳥類及

びイノシシ、ニホンリスなど多様な鳥獣が生息している。 

今回特別保護地区に指定しようとする区域は、六甲山鳥獣保護区の中央部に位置する国

有地（グリーンベルト区域、国土交通省所有）及び財産区有林を主体とする区域であり、

全域が瀬戸内海国立公園に含まれ、六甲山鳥獣保護区の中核として重要な位置を占めてい

る。市街地に非常に近いという立地条件にもかかわらず、オオタカ、サシバ、ハヤブサや

森林性鳥類など多様な鳥類及びニホンリスなどの獣類が確認されており、餌場として利用

されているほか、森林鳥獣生息地としても静穏で安全な環境を提供している。 

このため、当該区域は六甲山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要があると認められ

ることから、鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護

地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図る。 

 

（５）特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

     総面積 138ha（林野） 

 

 （６）特別保護地区の存続期間 

令和5年11月1日から令和15年10月31日まで（ 10 年間） 

※1 鳥獣保護管理法上は20年以内となっているが、国や他府県同様に本県でも 

通常10年を指定期間としている。 

       ※2 当初指定 昭和39年（法施行時）以降順次10年毎に再指定。 

          ※3 現在の指定期間 H25年11月１日～H35年10月31日 
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（７）規制について 

＜鳥獣保護区の規制＞ 

① 区域内での鳥獣の捕獲は禁止。 

② 県知事が区域内の立木竹に巣箱、給水、給餌施設等を設けることを土地所有者は拒否 

できない。 

＜特別保護地区の規制＞ 

① 水面の埋立、干拓 

② 立木竹の伐採 

③ 建築物その他の工作物の新築、改築、増築 

 

２ 特別保護地区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

ア 現場巡視、鳥類の飛来状況のモニタリング調査等を通じて、区域内の生息環境の把握に

努め、鳥獣の安定的な生息に支障が及ぶことのないよう留意する。 

      

イ 市街地に非常に近いという立地条件を活かし、地元自治体やNPOなどと連携を図りつつ、

自然とのふれあい、環境教育・学習の場としての利用を進める 

 

３ 指定区域における鳥獣の生息状況 

 (１）当該地域の概要 

ア 鳥獣保護区の位置 

当鳥獣保護区は、兵庫県南東部、神戸市の市街地の西から北にかけて位置する六甲山

の海側（表六甲）に位置する。 

 

イ 地形、地質等 

六甲山は、最高峰が標高９３１メートルにもなる山地が、長さ数十kmにわたって市街

地の北側直近に迫っている。 

山頂部は比較的平坦な地形が広がっておりゴルフ場やホテル・保養所、各種観光施設が

点在している。 

南斜面が急な傾動地塊（傾動山地）であり、北斜面は比較的穏やかである。 

   地質は、大部分が約１億年前（中生代白亜紀）に地下深くにできた花崗岩で構成されて

いる。 

 

ウ 植物相の概要 

六甲山とその周辺域で採取されたシダ植物及び種子植物の種類は、117科1,690種余り

となっており、兵庫県のレッドデータ植物(県内全域で627種)のうち185種が六甲山地に

分布するとされている。 

六甲山は、明治初期は過度の森林利用により「はげ山」同然だったものが積極的な緑

化、治山事業により緑が徐々に回復し、森林に覆われるようになったものであり、主な

森林としては、マツ林、コナラ林、シイ林、カシ林、ブナ林、スギ･ヒノキ林などがあげ

られる。 

 

エ 動物相の概要 

    マツ林には、その種子を餌とするリスが生息し、コナラ林には、それが生産するドング 

リを餌とするリスやイノシシ、さらにアカネズミ、ヒメネズミなどが生息する。また、テ 

ン、イタチ、キツネ、ノウサギ、モグラも多く見受けられる。 
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（２）生息する鳥獣類 

ア 鳥類 

    オオタカ、サシバなどのタカ科、ハヤブサをはじめ、サギ科、キジ科、ホトトギス科 

フクロウ科、ヨタカ科、キツツキ科、ツバメ科、セキレイ科、ヒヨドリ科、モズ科など 

約60種類が生息している。 

 

イ 獣類 

    イノシシをはじめ、キツネ、リス、ウサギ、テン、イタチなどが生息している。 

 

（３）当該地域の農林水産物の被害状況 

農林業被害は発生していない。 

 

４ 存続期間更新（事務局案） 

六甲山鳥獣保護区の中央部に位置する国有地（グリーンベルト区域、国土交通省所有）及び

財産区有林を主体とする区域であり、全域が瀬戸内海国立公園に含まれ、六甲山鳥獣保護区の

中核として重要な位置を占めている。市街地に非常に近いという立地条件にもかかわらず、オ

オタカ、サシバ、ハヤブサや森林性鳥類など多様な鳥類及びニホンリスなどの獣類が確認され

ており、餌場として利用されているほか、森林鳥獣生息地としても静穏で安全な環境を提供し

ている。 

   したがって、今後とも当区域の環境を維持し、当該地域に生息する鳥獣及び生息地の保護を

図ることが必要であることから再指定する。 

 

５ 位置図等 

  (１) 特別保護地区の区域(位置図) 

  
 

 

 

 

今回指定 
特別保護地区 



4 
 

(２) 航空写真 

 
 

６ 参考 

 鳥獣保護管理法 抜粋 

【第４条】 

第４項 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第五十一条の規定により置か

れる審議会その他の合議制の機関（以下「合議制機関」という。）の意見を聴かなければなら

ない。 

【第29条】 

第１項 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生

息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することが

できる。 

第４項 第四条第四項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指

定及びその変更（第四条第四項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続

期間を延長するものに限る。）（中略）について準用する。 

この場合において、第十二条第四項中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保

護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区

として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届

け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と（中略）読み替えるもの

とする。 

 

７ 鳥獣保護区特別保護地区再指定手順 

日 付 内  容 結  果 
６月27日 県公報にて縦覧公告 令和 5年６月 27日付兵庫県公報第 425号 反対意見等なし 

同上 利害関係者の意見照会（六甲砂防事務所、神戸市、猟友会ほか） 反対意見等なし 
８月17日 庁内関係各課意見照会（総合農政課、林務課、治山課ほか） 反対意見等なし 
８月31日 環境審議会鳥獣部会にて諮問  
９月末 環境省へ届出  
10 月末 県公報にて告示  

 


